
        ①未発生期　　　　⇒         ②海外発生期　　　　⇒      ③市内（県内）未発生期　　⇒         ④市内（県内）発生早期　　　⇒     ⑤市内（県内）感染期　⇒ ⑥小康期

新型インフルエンザ等が
発生していない状態

海外で新型インフルエンザ等が
発生した状態

国内で新型インフルエンザ等の患者が発生
しているが、市内では発生していない状態

県内または市内で新型インフルエンザ等の患者
が発生し、全ての患者の接触歴を追跡できる状態

県内または市内で新型インフルエンザ等の
患者の接触歴が追跡調査できなくなった状態

新型インフルエンザ等の患者の発生が
減少し、低い水準でとどまっている状態

　
　　　　    目的及び対策の考え方

　主要項目

・国、県等のとの連携を図り、体制の構
　築、訓練の実施、人材の育成等事前の
　準備を推進し、平時から警戒する等、
　市民全体での認識共有のため、継続的
　な情報提供を実施する。

・海外の発生状況、新型インフルエンザ等
　の特徴等に関する積極的な情報を収集し
　、対策の判断に役立てる。また、注意喚
　起を行い、対策についての的確な情報提
　供を行う。

・医療機関、事業所、市民に対し、積極的な
　情報提供を行い、医療体制、感染防止策、
　個人がとるべき行動について十分な理解を
　得る。

・積極的な感染対策、情報提供を実施し、流行
　のピークを遅延させる。
・感染拡大に備えた体制整備、住民接種を円滑
　に実施し、市民生活及び市民経済の安定を確
　保する。

・対策の主眼を感染防止策から被害軽減
　に切り替えた上で、積極的な情報提供
　、予防接種等を行い、今後の医療体制
　、市民生活及び市民経済への影響を最
　小限に抑える。

・第一波の対策評価、継続的な情報収集
　により、第二波に備えた計画や体制の
　見直しを図る。

・国や県の基本的対処方針を確認し、
  全庁一体となった対応

・県知事による発生宣言がなされた周知
・国内外の発生の状況と具体的な対策等の情報
　を詳細に提供
・患者となった場合の対応についての周知徹底
・コールセンターの人員増強、開設時間の延長
　等の実施

・県知事による流行警戒宣言がなされた
　ことを周知
・市内の流行状況等の情報共有を行い、
　必要な対策の強化
・コールセンターの継続実施

・学校保健安全法に基づく臨時休校を検討 ・学校保健安全法に基づく臨時休校の実施

【緊急事態宣言時】
・市内すべての学校、保育施設等に対
　し、期間を定めて施設の使用制限を
　要請

・第二波に備え、予防接種法に基づき
　住民接種を実施

・ワクチンの円滑な流通体制整備
・国の基本的対処方針に従い、特定接種を
　開始
・住民接種は速やかに接種できるように
　具体的な接種体制を構築

【緊急事態宣言時】
・国が示す基本的対処方針を踏まえ、
　速やかに予防接種を実施

（５）医療

・県（保健所）が設置する二次医療機関
　等を圏域とした会議に出席し、関係機
　関との連携を強化
・地区医師会への要請、連絡、調整等を
　行う体制を準備
・医療資器材の備蓄状況の確認

・国が示す新型インフルエンザ等の症例
　定義等の情報を医療機関へ周知
・医療体制の確保について、県や地区医
　師会と連携
・県が設置する帰国者接触者外来との連携
　に向け具体的な準備
・抗インフルエンザ薬の必要量の把握
・医療資器材の必要量、活用方法の明確化

・帰国者接触者センターへの相談及び
　帰国者接触者外来への受診勧奨を
  中止し、一般の医療機関に診察する
  よう周知
・在宅療養している患者への支援
・自宅で死亡した患者への対応

・抗インフルエンザ薬、医療資器材の
　備蓄状況等の把握

・事業者に対し、従業員の健康管理の徹底、
　感染防止策の開始を要請
・事前に計画した要援護者対策実施体制の
　構築
・遺体の搬送作業や火葬処理の従事者に対
　する資機材の調整

・臨時の遺体安置所を順次閉鎖し、平常
　通りの火葬体制に移行

・価格高騰及び供給不足に対する適切
　な措置
・要援護者への生活支援、死亡時の
  対応
・火葬場の円滑化
・臨時の遺体安置所の確保
・特例による埋葬及び火葬

・対策の合理性が認められないと判断
　した場合、緊急事態措置を縮小、中止

・第二波に備え、まん延防止策の見直
　しを図る
・流行の状況を踏まえ、臨時休校を
　解除

・市内で発熱、呼吸器症状等を有する者が発生した場合、帰国者接触者センターへの相談及び
　帰国者接触者外来への受診勧奨の徹底
・抗インフルエンザ薬の必要量の把握
・医療資器材の配備を行い、必要に応じて活用

（６）
 市民生活
 及び市民経済
 の安定確保

・要援護者への生活支援、搬送、死亡
　時の対応について、要援護者の把握、
　具体的手続きの決定
・火葬または埋葬を円滑に行うための
　体制整備
・対策実施に必要な物資および資材を
　備蓄

・事業者に対し、従業員の健康管理の徹底
　、感染防止策の準備を要請
・海外発生の情報を要援護者へ周知
・臨時遺体安置所の検討

・要援護者対策の実施
・臨時の遺体安置所として活用した場合は施設の管理及び遺体の保存を適切に処理

【緊急事態宣言時】
・消毒や水の安定供給の必要な措置の実施
・物価の安定及び生活関連物資等の適切な供給を図るため、
　物資供給の確保や便乗値上げの防止を要請

（４）予防接種
・特定接種の接種体制を構築
・住民接種に関し、国からの技術的支援
　を受けた上で体制構築の準備

・国の基本的対処方針に従い、特定接種を実施

　　　　　　・市内公共施設を活用するなどして、接種会場を確保し、関係者の協力のもと住民接種を実施
　　　　　　・発熱等の症状を呈している状態にある者は事前に接種会場に赴かないように事前に周知
　　　　　　・住民接種の有効性や安全性に係る調査のため、医療機関に対し、予防接種後報告書を配布
　　　　　　・接種順位に関する基本的な考え方等、市民への接種に関する情報提供、相談に対応
　　　　　　【緊急事態宣言時】
　　　　　　・国が示す基本的対処方針を踏まえ、速やかに予防接種を実施

（３）
 まん延防止に
　  関する措置

・基本的な感染対策（マスク着用、咳エ
　チケット、手洗い、うがい、人混みを
　避ける、不要な外出を控える等）の普
　及啓発
・地域や職場における感染防止策につい
　ての周知を図るための準備
・防疫措置、疫学調査など関係機関との
　連携を強化

・濃厚接触者への対応準備のため、入国者
　に関する情報を有効活用
・市民に対し、基本的な感染対策を実践す
　るように周知
・発症が疑わしい場合は、コールセンター
　を通じ、帰国者接触者相談センター（保
　健所）に相談
・発生地域への渡航自粛を周知

                                     ・市民、事業所、福祉施設等に対し、基本的な感染対策の実施を勧奨
                                     ・公共機関に対し、利用者への適切な感染対策を講ずるように要請
                                     ・基礎疾患を有する者が集まる施設等における感染対策の強化要請
                                     ・不要不急の出国の自粛要請

Ⅶ．発生段階別における対策一覧表

・第二波に備え、情報共有体制の継続
・コールセンターの縮小
・第一波の終息及び第二波の可能性に
　ついて情報を提供
・市内公共機関の運行状況についての
　情報提供
・相談窓口の内容等をとりまとめ情報
　提供や共有のあり方を評価、見直し

新型インフルエンザ
等の発生段階

（１）実施体制 ・市行動計画の策定
・連携体制の確認、訓練の実施

・海外の発生状況、情報の集約、分析を行
　い、市対策会議において初動対処方針等
　の確認

・市対策本部の廃止
・行動計画の見直し【緊急事態宣言時】

・市対策本部を設置

（２）
 情報提供・共有

・新型インフルエンザ等に関する基本
　的な情報の提供
・情報共有の体制整備
・新型インフルエンザ等相談窓
　（コールセンター）の開設準備

・海外発生における対策の理由やプロセス
　等の共有
・迅速な情報提供の体制整備
・市対策本部体制についての庁内での綿密
　な情報共有
・最新情報を広報媒体を用いて周知

・国内発生における対策の理由やプロセス等
　の共有
・患者となった場合の対応について、あらゆ
　る広報媒体を用いて周知
・学校、保育施設、事業所での感染対策につ
　いての情報を適切に提供
・コールセンターの充実、強化

・市内公共機関の運行状況についての情報提供
・学校、保育施設、事業所での感染対策を徹底するために逐次情報を提供

・市対策本部の準備及び設置


